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中 部 電 力

過 労 自 死

労災認定訴訟

国 ・南労働基準監督署、不当にも名古屋高裁へ控訴!!

◆中部電力 日過労 自死労災認定訴訟 とは………

1997年8月 1日             2006年 1月 11日 結 審
中部電力入社。火カセンター配属。      5月 17日 勝 利判決

1999年8月 1日                5月 30日 国 側、高裁へ控訴
火カセンター燃料グループ主任に昇

格。
｀
主任に昇進後、労働環境が激変する

中、月120時 間を超える過重な業務に従

事。その上、職場上司による人権無視の
パワハラなどにより、うつ病を発症。
1999年11月11日 自 死。
2000左110ブ司19日

妻、名古屋南労基署へ労災認定申請
2002年5月 31日 業 務外決定。

7月 1日 愛 知労働局へ審査請求
12月30日 中 央労働保険審査会ヘ

再審査請求。
2003年4月 9日

業務外認定処分取 り消 しを求め名古屋

地裁へ提訴。 勝利判決の日 ・弁護団と過労死家族の会

第 1回控訴審

8月 21日(月)11時 名 古屋高裁
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◆遺 族勝 訴 の逆転 判決 ! 5月 31日 、

5月 17日、名古屋地方裁判所は、名古

屋南労働基準監督署に労災認定をし、業

務外 とされた処分について、この処分を

取 り消 し遺族勝訴の判決をしました。

裁判所は、被災者の置かれた状況、担当

業務、労働時間、被災者が婚約指輪をし

ていることに対する上司のによる 「そん

なちゃらちゃらしたものは外せ !」 と言

うパワハラ発言など、心理的負荷となつ

た事実を認定。

さらに、総合評価 として うつ病につい

ても次のように述べています。「うつ病

は、継続的かつ恒常的に心理的負荷を募

らせていった状況の下、時間外労働の増

加を伴う業務に従事 していたこと及び主

任に昇格 したことによる心理的負荷とう

十分であることを認めています。また、

平均的労働者を基準に労災を検討 してい

国側 不 当に も控訴 !|

つ病に親和的な性格傾向が相乗的に影響

し合つて発症 したものであると認めるの

が相当である。」、「そして、うつ病を発

症 した1999年9月 以降も長時間にわたる

時間外労働に従事 し、さらに、結婚指輪

に関する上司の発言などによってうつ病

を急激に悪化させた結果、うつ病による

希死念慮の下、発作的に自殺 したものと

言うべきである。」

以上のように、原告が全面勝訴 しまし

た。しかし、5月 31日、国 ・南労基署は、

不当にも名古屋高裁へ控訴 しました。 7

年近くも遺族を苦しめた挙げ句、まだ遺

族を苦しめようというのでしょうか。

高裁でも支援傍聴をお願いいた しま

す。

負荷を総合的に考慮 した点で評価でき

る。」と述べています。

◆ 「判断指針」では認定 されなか つた事案 も労災 と認定     ぜ ぃじゃく
判決は、判断指針に当てはめると認定  る 判断指針を批判 し、もつとも施 弱

されなかつた自殺事案について、本来労  な 者を基準とするべきであるとして、 ト

災とされるべきであつたことを明確にし  ヨ タ過労自死事件の高裁判決を継承して

ています。 います。弁護団は、被災者の置かれてい

その理由として、判決は、判断指針に  た 状況、立場をも考慮に入れたうえで、

ついては、幅があり判断の基準として不  「 被災者にとつての業務過重性、心理的

◆弁護団、「判断指針」の抜本的改定 を強 く求める !

弁護団(水野幹男 ・森弘典 ・岩井羊一  本 的改定を強く要求する。」

の三氏)は、5月 17日、「声明」を発表し、   過 労自殺の労災認定については、「,い

次のように述べている。 理的負荷による精神障害等に係る業務上

「本判決を機に、過労自殺の労災群定  外 の判断指針について」(平成11年9月 14

に際しては、平均的労働者を基準とする  日 付基発第544号)により、業務上 ・外の

判断指針の考え方を改めるとともに、う  判 断がされています。 し かも、この「半U

つ病発症 6ヶ 月の出来事に限定して心理  断 指針」による心理的負荷の強度が「III」

的負荷の強度を判定している過労自殺の  と ならないと労災認定されないという厳

判断指針を改め、 うつ病発症後、自殺に  し いものになっています。今回の判決で

至るまでの間の業務の心理的負荷をも併  は 、この「判断指針」の問題点を明らかに

せて判断の対象とするよう判断指針の抜  し た一例と言えます。
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トヨタ自動車

内 野 過 労 死

労災認定裁判

弁護 士

1.法 廷 で の論戦 の到達 点

(1)原告側の主張の要点

①被災者 ・健一さんが担当していたライ

ン外業務の大変さについて、業務量お

よび業務の質について主張。

②被災者 ・健一さんの職場における中間

管理職 (EX)と い う地位の大変さ (業

務量、ス トレスの多さ)を 指摘。無駄

をなくす トヨタの働かせ方を問題にし

た。つまり、ミスが許されない職場で

あり、いかに緊張が強いられる業務で

あるかを主張。

③健一さんが従事 していた、深夜二交替

勤務の悪影響 (蓄積疲労)を 主張。

④車を作る以外の業務 (QCサークルリータ―ヾ、

創意工夫のチェック担当、交通安全ク
｀
ルーフ

°

2.本 訴 訟 の意 義

(1)休 みも惜 しんで働いていた健一さ

んについて、「仕事をしていたのでは

なく、会社に居残つてぶ らぶ ら遊ん

でいた。」とい うような、国 ・豊田労

基署の、間違つた評価を許 さず、仕

事 と被災 との関係があつたことを明

らかにし、正当に評価 させるとV う`

意義がある。         .

(2)過 密 ・過重労働の実態について、

トヨタ自動車のラインにおいて、労

働者から搾 り取るような過密 ・過重

労ISIJが要求されている。その実態を

明らかにし、裁判を通 じて社会に間

うていくという意義がある。

第3回 総会を開催
5月 28日(日)13時30分より刈谷市民会館にて 50名 を超える支援者

が集まり第 3回 総会が行われました。田巻弁護士の特別講演の要旨

を報告します。

内野裁判の到達点と今後の課題そして展望
田巻 紘 子

リータ―ヾ、新人教育係など)も 業務であ

ること (業務量)

⑤ トラブル処理の量が2001年(H13)末か

ら2002年(H14)にかけて増えたこと(業

務量)

⑥以上のような業務をこなすためには、

時間外に行うしかなかつたこと。

⑦被災と業務との関係について

③労災認定のあり方

労災保険制度は、被災労働者およびそ

の遺族の生活補償が立法の精神であ

り、厚生労働省の通達に拘束されるも
のではない。労災保険制度の主旨に立

ち返り、業務に起因するかどうかを考
えるべき。

(3)労 災認定について全国各地でたた

かわれている訴訟の一つ として、蓄

積疲労や過密労働 ・時間外労働時間

以外のス トレスを、労災認定するに

当たつて反映するよう求める流れを

前進 させるとい う意義がある。改正

された労働安全衛生法や、ホワイ ト

カラーエグゼンプションなど、労働

者をどんどん働かせようとい う動き

の中、過労死裁判を通 じて 「労働者

は物ではない 1」 とい う訴えを広げ

ていくことは大変大きな意義がある。

(4)業 務外の仕事も業務 と認めさせる

闘いでもある。
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トヨタ自動車

内野過 労死

労災認定裁判

6月 21日10時より、名古屋地裁にて第

6回 口頭弁論が開かれました。今回の法

廷は、人事異動にともない、3月末に非
判長 ・長野圧彦氏に交代しました。新し

い裁判長に対 し、原告 ・博子さんがなぜ

提訴に至つたかその理由を意見陳述する

法廷でした。この口頭弁論の法廷を 「更

新弁論」といいます。

原告 ・博子さんは、更新弁論で以下の

ように訴えました。

①被災者 。健一さんは、早朝、 ト ヨタ自

動車堤工場で上司と残業中突然心臓が止

まつて倒れ、脈をとることさえできない

会社の救急車で遠 く離れた トヨタ記念痛

院へ運ばれたため、病院到着時には心肺

停止状態で急死 したこと。

②亡くなる半年前から仕事が過重になり

上司の頻繁な異動もあり年休も取れなく

なつたほど時間外勤務が増えたこと。そ

して、帰宅が子供の就寝時間に間に合わ

ないほどの残業に従事 していたこと古亡

くなる一週間前は、深夜 1時 が定時の二

直勤務にもかかわらず、やつと朝 7時 に

帰宅 し、家族 と一緒に朝食を食べるとい

う過重な勤務であつたこと。

③倒れたとい う連絡を受けたときは、過

労に間違いないと確信 し、豊田労基署ヘ

労災認定申請 したが労働者をまもる立場

第7

8月 30日 10時

名古屋地裁 1103法 廷

満席の傍聴で

支援をお願いします。

担
任

回
Ｈ

払
柵

小
打

話
以

同
Ｈ

耐
円

翻   韓    斡

原告 口博子さん.意 見陳述
の監督署が労災と認めなかつたことや審

査請求も、十分な調査もせず棄却 した。

大変ショックを受けたこと。この決定に

は到底納得できず再審査請求しつつ提訴

に至つたこと。

④健一さんは、中間作業者 として、ライ

ン残業が終わつた後もさらに仕事をして

いたが、「会社にいても何をしていたの

か分からない。」 として労災と認めない

監督署の判断は間違つていること。

⑤豊田労基署は、「健一さんが担つてい

た各種の役割は、いずれも自主活動で業

務 とは認められない。」と言つているが、

これらが全て自主活動なら、 ト ヨタが世

界に発信 している 「カイゼン」はサービ

ス残業になる。賃金のつかない業務が自

主活動の名 目で当たり前になつているこ

とは許 されない。

⑥亡くなる一ヶ月前の時間外残業につい

ては、会社の人事担当者も「調べた結果、

114時 間くらいは何 らかの仕事に関わ

ることをしていた。この数字に違和感は

ない。」と認めている。にもかかわらず、

監督署が認めないのは納得がいかない。

十分な調査もせずに、「会社にいたが、

何をしていたのか分からない。」 との理

由で労災と認めないのは納得がいかない

こと。
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|ボーゲフォン

!小出過労自殺

1損害賠償裁判

6月 16日 (金)11時 か ら、名古

屋地裁 1103法廷にて、ボーダフォン

・小出さん過労 自死損害賠償裁判 口

頭弁論が開かれま した。

今回の法廷は、小出さんの主治医

。大橋先生を証人尋問す るか否かの

法廷で した。大橋先生は、被災者 ・

小出発 (たか し)さ んの主治医であ

り、尭 さんについて、専門医として

意見書を書いていただきました。

支援す る会では、大橋先生の証人

尋間を行 うように、裁判所に対 して、

ボーダフォン損害賠償裁判は大詰

めを迎え、9月 15日(金)11時、結審

法荏を迎えます。年内にも判決が出

される見通しです。支援する会は、

開廷に先立ち、5002筆(累計13,141筆)

の署名を提出しました。結審までに、

15,000筆の提出を目標にしています。

ご協力をお願いいたします。

「週間金曜日(6月2日号)」ヤこ、「急

成長する携帯ビジネスの影で」とい

うタイ トルで掲載 されました。

結審法廷は、大法廷で開 します。

開廷前に裁判所西側に集合 して入廷

する手はずになっています。当日の

行動については、現在準備 を進めて

2000枚 近い要請はがきを出 して

いま した。 しか し、大橋先生の証人

尋間は、意見書が提出されていると

い う理由で、採用されませんで した。

法廷では、被告弁護団の発言に対

し、傍聴席か ら間髪を入れないブー

イングがあ り、まさに傍聴席 と弁護

団が一体 となつた瞬間で した。傍聴

席を満席にす ることにより、十分な

審理を行わせ ることがいかに重要か

を実感 した法廷で した。

いるところです。詳細が分か り次第

お知 らせ致 します。

傍聴席を満席に して、勝利判決を

勝ち取 りましょう。

ご支援をお願い致 します。

専門医 。大橋発生の証 間不採用人
，
２9月15日(金)11時結署. 号法廷にて

◆

◆

- 5 -

裁判所前の集会で訴える小出さん



デンソ…社員.出 間中うつ病に

(鑑 酪 疋璽霧李言貰こと宣8)
が、出向先の 「トョタ自動車」で上司か
らパワーハラスメン ト(職権による人権
侵害)や長時間労働の業務が原因で うつ
病になり休職を余儀なくさせられたなど
として、 ト ョタ自動車とデンノーに約1,
880万円の損害賠償を求める訴えを、 5
月11日、名古屋地裁に起こしました。

訴状によると、男性は、1998年8月 か
ら約 1年 間、デンノーからトヨタ自動車
に出向し、新 しいディーゼルエンジンの
開発を担当。この間、当時の上司から、
「使いものにならない人はうちにはいら

ない」などと叱責。さらに出向期間中の

<提 訴に至るまでの経過>
・1999年 8月 ～2000年 8月
トヨタ自動車へ長期出張。

・2000年 8月 末～10月末
うつ病に罹患 し二ヶ月間休職。

・2002年 8月 末頃～2003年 2月 末

弔び うつ病を発症 し、二回目の休職 (六
ヶ月間)。

・2003年 12月12日

刈谷労働基準監督署へ労災認定申請。
・2005年3月 18日

時間外労働時間は合計1,o20時間に及ん

8務 岳旨多苫3言 揚子啓轡雪を言;母 居
が再発 し六ヶ月間休職。現在も通院を続
けています。

原告は、不ll■れな業務にもかかわらず
過密な長時間労働に従事させ、 ぅっ病の
再発を防ぐ手だても講 じなかったと主張
し、両社に安全配慮義務違反があったと
しています。男性は、「トョタグループ
の好況の陰には疲れ果てた多くの従業員
がいる。泣き寝入 りしたくなかった。」
と語っています。

労災不認定。再審査請求
'2005年10月20日

愛知労働局は再審査請求を棄却。
・2006年5月 11日 損 害賠償請求提訴。
・2006年6月 28日 第 1回 口頭弁論
・次回回頭弁論

デンツー 『うつ病者の職場復帰リハビリ勤務J制 度きめる!
トヨタ自動車 ・デンノーを相手にした

デンノー社員の安全配慮義務違反 ・損害
賠償裁判の第 1回 口頭弁論が、6月 28日
午後 2時 から名古屋地裁1103法廷で開か
れました。

支援傍聴者は約 30名 ほど。原告本人
が提訴に至った経過を口頭陳述 しま し
た。弁護団は、岩井羊一 ・田巻紘子 ・梅

村浩司の三氏。
デンノーは、この裁判公判 日に合わせ

て6月 28日付でうつ病休業者の職場復帰
リハビリ勤務を認める文書を全従業員に
配布 しました。会社は裁判を有利に進め
る手段にする魂胆でしょうが労働者にと
つてはありがたい制度です。

9月27日(,k)15時より
名古屋地裁1103法廷
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刈 谷 市 職 員

倉田康弘さん

過 労 死 事 件

6月 4日 (日)午 後 1時 30分から刈谷

市民会館で第 3回 総会が開かれました。

総会には、約 60名 の支援者の参加があ

り、会場は熱気に包まれました。

昨年 7月 に公務外の決定が出てから最

初の総会になりましたが、この間、支援

する会では、雇用者である刈谷市に対 し、

公務災害認定の立場に積極的に立つよ

う、継続的に働きかけてきました。また、

支部審査会に対し審査請求を行い認定を

求めて運動に取 り組んできました。近々

審査会が開かれる見通 しですが、日程は

未定です。

支援する会は、公務災害認定を求める

署名運動に取 り組んできました。 3月 に

は、刈谷市役所の門前でもチラシを配布

して、署名に協力を訴えてきました。

総会の報告や討論を通 じて、参加者は

公務外決定の不当性について強く確信を

測谷市は.倉 田さんの過労死を
公務奨善認定の立場に立て!

一一倉田さんを支援する会第 3回 総会

もつことになりました。公務外決定は、

本部協議によつてなされたもので、初め

に結論ありきの不当なものです。倉田さ

んの仕事を評価せず、基金本部の局医に

よる 「医学的知見」なる論拠のみで公務

外としたものです。

特別講演に立った水野弁護士は、「倉

田康弘さんは、大変過重な業務を続けて

きたことは明らか」、「公務外決定書のど

こに問題があるか研究して明らかにすれ

ば審査会で逆転できる」と展望を話 して

参加者を励ましました。

今後、①刈谷市の地元で運動を強める

こと、② トヨタ自動車 ・内野さんの労災

認定を求める運動などと連帯 しながら運

動を広げるなど、さらに広く会員を増や

しながら運動を強める意欲をもや した総

会でした。

合唱団も

ももちゃんも応援 してるヨ
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参lE型の春の健康学校開催
春の健康学校は、 5月 17日。24日 ・31

日の 3回 シリーズで、労働安全衛生問題

をテーマとして開催 しました。

5月 17日の講師は鈴木明男さん。 3月

末に住友軽金属を定年退職 したばかり。

45年間のアル ミ製造現場の経験、その中

でも、差別され、隔離部屋に入れられて

も一人でもできる健康安全の実績を話さ

れました。まず自分を守ること、同時に

職場の同僚を守ることが労働安全衛生の

基本である。
一つ例を挙げれば、洋式 ト

イレの増設問題です。障害者で和式を使

えない人は、はるか遠 くの洋式 トイレヘ

行かねばならない。粘 り強い要求と職場

世論の高まりで実現させました。

5月 24日の講師は、全労働労働組合の

山脇薫さん。本年 4月 1日 より労働安全

衛生法が改正され、その内容をスライ ド

を使い説明されました。健康安全問題の

根つこには長時間労働があります。月 1

00時 間を超え、疲労の蓄積のある労働

者には、医師による面接指導を行わなけ

ればなりません。

また、
一般健康診断に加え、特殊健康

診断の結果についても、本人へ結果の通

知が義務づけられました。全体として。

職場における労働者の安全 と健康の確保

が一層推進されるよう改正されました。

5月 31日は、「労働安全衛生の基礎知

識」と題 して、愛労連高1議長 ・福田秀俊

さんが話されました。福田さんは、「『ケ

ガと弁当は自分持ち』と何 となく思いこ

んでいませんか。どう考えますか ?」 と

質問。労働安全衛生法は、労働基準法の

考え方と同じで、労働者の権利 と事業者

の義務を定めています。そして、受講者

に条文を音読させながら、知られていな

い多くの権利、当事者には厳 しい罰則も

ありますと教示 しました。

健康学校 3回 シリーズの参加者は35

名 と少なかつたですが、皆さん熱心でし

た。

(文責 :理事 ・大家信義)

なくせ !じん肺 ・アスベスト県民集会

6月 18日 (日)名古屋市

公会堂にて、「なくせ !じ

ん肺 ・アスベス ト愛知県

民集会」が行われました。

約500人が参力Bし、専門医
・海老原先生によるアス

ベス トの講演 と 「他言無

用」の社会風刺 コン トが

好評でした。
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6月 30日 (金)に 開催の
“一宮地方 「春

の健康学校」
"は

、30人くらいかなとい

う予想を超えて、45人の参加で、大きな

成功を収めました。

成功の最大の要因は、この企画の内容

です。 「職場におけるメンタルヘルス対

策の基礎知識」と題 した押谷美子医師(と

みつかクリニック)の 講演が、この地方

で開催できたことそれ自体でしよう。身

近に参加できるこのような講演は心待さ

れていたといえます。講演そのものは、

50分程度 と短かつたのですが、それがま

た歓迎されています。感想文では、いく

つかの (たくさんではない)こ とがしろ

かり確認できたという参加者の思いがつ

づ られています。 「風邪のように体温計

に表れることはないけれど、うつ病には

いくつかの指標がある」ことを具体的に

説明されました。 「日民れないことが不眠

症ではない。眠れないことを悩むことが

不眠症です」とい う逆説 ともいえる表現

は新鮮で した。共感的傾聴の具体的なあ

りかたなど、ほかにも重要なポイン トが

ありましたが、別途まとめてみたいと思

います。

講演が短かつただけ質問の時間が確保

できて、講師は丁寧にわかりやすく、そ

してやさしく対応 され、充実した90分と

衛たれて撮 濯ズ析貿磐案墨座
理 事  二 栄 国 康

なりました。心の病からの復職への対応、

メンタル不全の労働者が続出する職場の

問題などについて、質問が次々に出され、

実に多数の職場でメンタルヘルスケアが

重要課題になつていることをみんなで理

解 したことも大切です。講演が待たれて

いた理由は切実でした。

私たちは、メーデー実行委員会の発足

時から、メーデー集会、大運動実行委員

会、国民救援会支部総会、民商総会、労

組の会議等々、 2ヶ 月以上も、くり返 し

あらゆる機会に参加を訴えました。

切実で重要な課題について企画 した以

上、できる限りの呼びかけをしようと位

置づけた地区労連の構えは大きなポイン

トです。保育園 ・」R貨 物 ・小中高校 ・

病院 ・作業所などの労働者の参加が大き

な比重を占めました。また、「中日」で

知つたという市民も少なくありません。

感想文に 「続編を」とい う要望が多い

ことについて、
一宮健康センターとして

しっかり受けとめたいと考えます。

なお、この講演会は一宮地域産業保健

センター (一官市医師会内)の 後援事業

に認められて、講師にかかる費用はその

センターに全額負担 していただきま し

た。

講演する押谷医師
- 9 -
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第2回中央労働安全衛生学校に参加して

6月 9日 から11日 まで東京で 105  ン タル不全」の話義から目新 しいと感 じ

名を集めて、学習会が開かれた。愛知か  た ことを報告する。

ら3名 が参加 した。天笠 崇 医師の 「メ

《 過 労自殺を予防する3つ のレベル 》

第一次予防としてうつ病 ・アルコー  確 保する。(クリニック・精神科救急の

整備、高額療養制度や通院医療公費負担ル依存症の罹患率をへ らすこと
制度などの充実が必要)そのためには、①健康教育 (講演 ・シ

ンポ ・心の健康教室など)を すすめる。
心の不調に早 く気づくために② 問 題が軽いうちに支援する。

③ 社 会的支援を確立 (保健所 ・福祉事

務所 ・教育相談 ・民生委員 ・ボランティ

ア ・家族会など)し て、早く相談できる

体制をつくる。

④ 各 種相談の充実 (育児相談 ・学生相

談 ・精神保健相談 ・電話相談など)

⑤ エ コロジーの重視 (環境破壊防止 ・

職場安全衛生教育)

時間以上、
第二次予防として うつ病 180時 間以上
ル依存症の有病率を減 らT 00時 間以上

務をしていたら、産業医に診そのために早めの気づき:

うよう要求する。られます。質問表を用いた'

グや定期健康診断、かかり」

フ ・・・不効率

ケ ・・・欠勤 ・欠席

ヤ ・・・「辞めたい」「きつい」

ミ ・・・ミス ・トラブル

ソ ・・・早退

チ ・・・遅刻
へ ・・・変化があり

うつ病のスクリニエングつ
一 _ノ

は い いいえ

1 この2週間以上、毎 日のようにほとんど1日中憂 うつであつた り沈んだ気持ちでいましたか。 1

2 この2週間以上ほとんどのことに興味がなくなつたりたいていいつもなら楽しめていたことが楽しめな

くなつていましたか。 1

この2週 間以上、毎日のように食欲が低下するか毎日のように食欲が増加していましたか。 1 0

この2週間以上、毎晩のように睡眠に異常 (例えば寝つきが悪い、真夜中に目が覚める、朝早く目覚め

る、寝過ぎてしまう)が ありましたか。

1 0

この2週関以上、毎 日のように普段に比べて話 し,や 動作が鈍 くなつた り、いららいらした り、落ち着

きがなくなつたり、静かに座っていられなくなりましたか。 1 0

6 この2週間以上、疲れを感 じたり、気力がないと感 じたりしていましたか。 1 0

7 この2週間以上、毎 日のように自分に価値がないとかん じた り、罪の意識を感 じた りしていましたか。 1 0

8 この2週間以上、毎 日のように集中した り、決断することが難 しいと感 じていましたか。 1 0

9 この2週間以上、自分を傷つけたり、自殺することや、死んでいればよかつたと繰り返し考えましたか。 1 0

今までの人生で、2週間以上にわたつて、憂うつであつたり、ほとんどのことに興味を失つていたり、

愛うつに関連した問題の多くを認めた期間がありましたか。 1 0

- 1 0 -



第二次予防 として後遺障害 と再発率を減 らす こと

計画的 ・段階的職場復帰 ・リハビリ勤  5 在 宅ブラン タ1日 8000歩 、反 日

務 ・職場 ・主治医 ・産業保健スタッフの  デ スクワークを5日 間 気 力と体力を回

連携を強める。つまるところ、労働条件  復 する。
・労使関係の改善が本質的に重要です。  6 原 則現職復帰だが配転復帰も二者で

話 し合って考慮 しよう。

うつ病からの職場復帰に向けた 10ケ 条
・・・事業所に応 じた工夫が必要

1休 職早期 とリハ ビリ勤務前と職場復

帰前の最低 3回 本人 ・主治医 ・職場の保

険スタッフ ・労組役員の面談が必要。

2 職 場要因で休職の場合は様々の手続

きは家族が仲介するのが良い。

3 ま ずは心身ともに休める環境づくり

をすること。

4 「 9割 回復」までは積極的休養は禁。

早すぎる復職はさける。

職場における労働者の心の健康づく

1 セ ルフケア

教育 ・研修 ・職場の支援が必要

2 ラ インによるケア

職場環境の改善に取 り組む

3 事 業所内スタッフによるケア

産業医 ・衛生管理者 ・保健婦 ・心の健

7 リ ハビリ勤務は痛手をうけながらの

勤務です。本人に責任は取らせない。

8 ま ずは量的拡大、次に質的拡大が標

準 2週 ごとの調整を繰 り返す。

9 職 業 リハビリテーシヨンの利用も考

えよう。
10 フォローアップ (追跡管理)が 次の

ようにおこなわれるのが良い。

3日 坊主 ・1週 間 (初7日 )。 1ケ 月

(49日 )。 3ケ 月 ・6ケ 月 ・1年 (1

周忌)・3年 の法則+4年

りのための指針は4つ ある。

康づくリスタッフ ・人事労務管理者

4 事 業場以外のスタッフによるケア主

治医 ・セカン ドオビニオン ・専門医

あなたの職場ではどうなっています

か。点検 してみてください。

文責 :宮崎 脩 一

ところにより、自らが事業場におけるメン

タルヘルスケアを積極的に推進することを

表明するとともに衛生委員会において十分

調査審議を行い、メンタルヘルスケアに関

する事業場の現状 とその問題点を解決する

具体的計画を策定する必要がある。」として

います。また、「ナ心の健康づくり計画の実施

に当たつては、『セルフケア』、『ラインによ

るケア』『事業場内スタッフ等によるケア』、

『事業場外資源によるケア』が継続的かつ

計画的に行われるよう教育研修 ・情報提供

を行 うとともに、職場環境の改善、メンタ

ルヘルス不調への対応 ・職場復帰支援が円

滑に行われることが必要である」と事業者

に対策を求めています。K41医研ニュースより抜粋)

-  1 1  -

目亘囲圃臼が 『労働者の心の健康の保持増進のための指針』を通達

厚労省は 3月 31日、労働者のメンタルヘ

ルス対策を推進するため、「労働者の心の健

康の保持増進のための指針」を発表 しまし

た。これまで厚労省は、
'00年

8月 に 「事業

場における労働者の心の健康づ くりのため

の指針」を策定 してきましたが、さらに、

最近ではス トレスが拡大する傾向にあるこ

とか ら、改めて、労43」安全衛生法第7Q条の

2第 1項 にもとづ く指針 として策定 したも

のです。
「指針」では、「事業者は、本指針に基づ

きメンタルヘルスケアの実施に積極的に取

り組むことが望ましい」としています。

その上で、「メンタルヘルスケアの基本的

考え方」 として、「事業者は、以下に定める



第二回 労働安全衛生中央学校

健康センター  理 事 鈴 木明男

いま多 くの職場で長時間 ・過密労働による脳 '心臓疾病やい じめ (パワハラ ・

セクハラ)な ど精神ス トレスによるうつ病が広が り、この 8年 間連続で毎年 3万

人を超える過労 自殺者が出ています。また、労働現場で挟まれた り巻き込まれ

た り爆発などによる被災者も後を絶ちません。 さらにアスベス トによる健康被

害も大きな問題になってお ります。

このように労働者の安全 も健康状態も非常に深刻ですから健康で安全な職場

づ くりは待つたな しの重要な課題です。

私はこの 4月 からNPO愛 知健康センターに入つて職場の健康や安全に寄与

する運動を始めま した。折 しもその養成学校が 3日 間、東京で開催 されたので

受講 しま した。最終 日に 「あなたは働 くもののいのちと健康を守る全国センタ
ーの第 2回 労働安全健康学校を受講 され、修了基準を達成 されましたので、こ

こに終了証を贈 ります。あなたが学ばれた知識を生か し、労働者のいのちと健

康をまもる運動に力を発揮 されることを期待 します。」とい う全国センターの理

事長からの熱い思いの終了証を頂きました。 しっか り受け止めたいと思います。

今回の受講は特に本年 4月 に施行 された労働安全衛生法が 「財界からの規制

緩和要求を受け入れた」ものでその実態は、事前の規制から事後の監督へ、行

政指導から労使 自治へ、罰則付きの義務規定から罰則抜きへ、義務規定か ら努

力規定へ と後退 したことです。

私はこの 「改悪」に対 して怒 りはもちろんあ りますが残っている労働者を保

護する内容を最大限生かす運動を進めたいと思います、この 「改悪」を真っ暗

闇に見ないことと、させないことです。そもそも、労働条件は労働者が常に攻

勢的に運動をしなければ後退する、いわば財界 と労働者 との間の 「綱引き」だ

と思V まヽす。

いま正に労働運動の高揚をめざして全国津々浦々に行動を組み立てて 「労働

法制の改悪攻撃 との問い」を創 り上げること以外に打開の道はあ りません。

つい先 日、フランスでは青年の雇用問題で 50万 ～100万 人規模の集会 ・デモ

が国のあちこちで組織 され政府案を撤回させました。

この教訓を生か して 日本でもこれ以上 「過労死を出さない運動」をいます ぐ

に創って労働運動の新たな高揚期を造 りたい と思います。そのために働 くもの

のいのちと健康を守る全国 ・各地のセンターが果たすべき役害」は非常に大きく

大切です。

愛知の健康センターが大きく構えて奮闘 し受講の成果を結実 させたいと思い

ます。皆 さんのご協力をお願いいた します。 ともに頑張 りましょう。

夕生
口

報講受
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何も解決していない ゴ
これからも続く回体生命保険問題
東 京 要 請 行 目朝コrこ 老募力回 Lて

6月 21日午後、原告 ・弁護団 。支
援す る会の合同会議が、25名参加の
もと、名古屋で開催 されま した。運
動はこれか らも継続 してい くことが
確認 されま した。 当面の取 り組み と
しては、最高裁の判決を受け住友軽
金属等へ要請 をす ることが確認 され
ま した。そ して、 7月 5日 雨降る東
京で、11名が、住友軽金属 ・生命保
険協会 ・金融庁への要請行動に参加
しました。

住友軽金属、生命保険協会への要
請では、最高裁の判決は原告の請求
は棄却 したが、団体定期保険の趣 旨
は遺族補償であることを認めている。
藤 田裁判長は補足意見で、「住友軽金
属が団体定期保険について受領 した
保険金 を保持すること自体を正当と
認めることとは別問題であることも
指摘 しておきたい。」 と述べ、「重大
な疑間が存在する」 としている。根
本的な解決に向けて、別途 日時を設
定 し話 し合いに応ずるよう申し入れ
ました。

金融庁では監督局保険課の 4名 の

2006年 4月 19日 付けで 「スミケ
イ運輸株式会社の本件再審査申し立てを
乗却する。」との命令書を交付 しました。
この命令書に対 して川崎社長は次の文書
を掲示 しました。 「当社が、貴組合の組
合事務所を豊川営業所に設置すること認
めなかったことは、労働組合法第 7条 に

中労委が差居」是正命令 ス ミケイ運輸は誠意ある対応を

担当官が出席、今までにない明解で
内容のある話 し合い とな りま した。
「同意の とり方は、書面によりそれ

ぞれに知 らせ、個々に同意を取るよ
う指導 している。契約する時 (入日)
と支払 う時 (出日)で も同意が必要で
ある。訴訟の方向によれば最高裁は
無効判決を書いた。」 と述べ、個別情
報を求められま した。原告 ・近藤 さ
んは、「私の事件の保険金はまだ保険
会社に留まっているのか。 どうなる
のか、職場での力関係か ら公正な同
意はあ りえない。依然 として保険金
の横取 りが続いている。遺族が泣か
なくてすむ制度を確立 して欲 しい。」
と要請 しま した。 そ の後、大門参
議院議員秘書団 と懇談、サラ金の回
体保険の話を聞き、ますます、団体
保険問題は何 も解決 していない、こ
れか らも闘いが続 く、続 けなければ
とい う思いを強くしました。

住軽金 9争 議支援連絡会議

土井 照 雄

該当する不当労働行為であると愛知県労
働委員会によって認定されました。今後、
このような行為をおこなわないようにい
たします。 平 成 18年 6月 12日 」。
労組の勝利です。命令を具体化するため
の話し合いが行われています。
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月  日 事 項 時間 ・場所など

7月 16日(日)

～ 17日(月)

大阪過労死家族の会一泊学習会
13:30 桜井市 「大和路」

19日 (水) 小池さん過労死事件裁判 11100 名 古屋地裁 1103法廷

23日 (日 ) 愛労連大会 9:30 中 村区役所ホール

24日 (月) 事務局会議 10:00 事 務所

8月 7日 (月) 事務局会議 10:00 事 務所

12日 (土) 内野さん事務局会議 13:30 安 城青少年の家

21日 (月) 中部電力 ・藤日高裁

事務局会議

０

　

　

０

０

　

　

０

１

　

　

４

名古屋高裁

事務所

23日 (水) ドラッグスギヤマ ・杉山損害賠償裁判 10:00 名古屋地裁1103法廷

26日 (土) 愛知健康センター総会 13i30 労 働会館2F会議室

30日 (水) トヨタ自動車内野過労死裁判 10:00 名 古屋地裁1103法廷

9月 6日 (水)

15日(金)

全国センター理事会

ホ―ヾタラォン・小出過労自死裁判糸吉 宅肇

9 00 東京 ・全労連会館

名古屋地裁 2号 法廷11 00

27日 (水) トヨタ自動車 ・デンソー損害賠償裁判 15:00 名古屋地裁1103法廷

10月 7日 (土) 元銀産労 ・故山田喜久夫さんを偲ぶ会 14:00 労 働会館本館会議室

1‐
白……………

第|1回寝細健康セン々口総会のお細らせ …
…白

1  第 15回 愛知健康センター総会を以下の日程で開催 します。

i 各 組織から1～ 2名 ・個人会員の積極的な出席をお願いいたします。

!

i①日時:8月26日倒 ‖側引71側

i ②場 所:労働会館本館2階会議室
i ③ 内 容:総  会

特別講演 講 師 :名古屋大学教授 宮 尾 克  先 生

「働 くもののいのちと健康の今 日的課題」

懇 親 会 (口十にて、希望者のみ 会 費 2000円 )

i    *第 16期 の会費の納入をお願いいたします。
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